
みなし決議に関する社員総会議事録 

 

１． 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（１）理事選任の件 

加盟団体である全国高等学校ライフル射撃部より推薦のあった麻植芳靖氏を理事に選任す

る。なお麻植理事の任期は平成３１年の当協会通常社員総会の終結のときまでとする。 

なお、本件については正会員７１名全員からの同意が得られた。 

（２）正会員承認の件 

１）加盟団体秋田県ライフル射撃協会正会員について伊藤昭氏から伊藤光長氏への交代を承

認する。 

２）加盟団体佐賀県ライフル射撃協会正会員について高栁喜人氏から野方浩昭氏への交代を

承認する。 

なお、本２件についてはいずれも正会員７１名全員からの同意が得られた。 

２． １の事項を提案した者 

理事 松丸 喜一郎 

３． 社員総会の議決があったものとみなされた日 

平成２９年８月１１日 

４． その他 

上記３件と合わせて松丸喜一郎理事から提案のあった下記の件については、正会員７１

名中、賛成７０、反対１により可決する旨の社員総会の決議があったとはみなされなかっ

た。 

１）坂本剛二氏を理事会において選任された学識経験者の正会員として承認する。 

  

上記のとおり、一般法人法第５８条第 1項および当協会定款第２２条第３項の規定に基づ

いて、社員総会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成

した。 

平成２９年８月１１日 

             公益社団法人日本ライフル射撃協会 

             議事録作成者 理事 岸髙 清 ㊞ 

  

 


